
支出負担行為担当官
関東森林管理局長　松村　孝典

１ 件名
国有財産鑑定評価業務(会津署：常世苗畑跡地)

(詳細な仕様は別紙１のとおり)

２ 必要な資格等
不動産鑑定士として登録していること
全省庁統一資格等(役務の提供(令和７・８・９)を有している者であること

３ 見積書等提出期限

４ 見積書等提出先
関東森林管理局 総務企画部 経理課 企画係
(〒371-8508 群馬県前橋市岩神町４-16-25)

５ 契約者の決定

６ 契約の締結日及び契約方法

７ 意見書の納入期限

　関東森林管理局 計画保全部 保全課 計画処分係まで納入すること。

８ その他

( 担 当 ： 計画処分係 )
(電話：027-210-1181)

(2) 見積書を提出した場合は、「関東森林管理局署等随意契約見積心得」を承諾し
　たものとみなします。

令和７年４月16日

(1) 見積書の提出前に、「オープンカウンター方式による見積依頼に係る留意事
　項」を必ず確認して下さい。

オープンカウンター方式による見積合わせについて

　下記の案件について見積合わせを実施しますので、参加希望の者は期限までに見積書
の提出をお願いします。

記

　見積書及び上記２の資格を証明できる書類の写しを合封して封かんし、封筒の表に
「見積書在中(会津署：常世苗畑跡地)」と朱書きの上、令和７年5月12日(月)午後３時
までに、持参又は郵送により提出して下さい。
※見積書は、消費税抜きの価格で作成するものとし、必ず日付をご記入下さい。

　見積採用の日より７日以内とし、別紙２「国有財産評価業務請書」の提出により契
約します。

　令和7年7月10日

　見積書の提出者が複数となった場合には、予定価格の範囲内で最低の価格を見積し
た者を契約の相手方とします。



別紙１

１　対象不動産の所在、地番、種目、数量等

（１）土地 12

２　対象地の状況等

（１）対象地の状況

　

（２）所有権以外の権利の存否及びその内容

      非堅固建物所有を目的とする土地賃借権なし

（３）公法上の規制

        公法上の規制はないものとする。

３　鑑定評価の基本的事項

（１）依頼の目的　　　

（２）類　　　型　　　 　

（３）価格時点　　 　　 令和７年7月１日

（４）価格の種類　　　 正常価格

（５）付加条件　　　　 平方メートル当たりの評価価格を併記すること

（６）その他　　　　　　 採用した手順、評価書の記載等に追加を求める場合があります。

４　鑑定評価の提出等　

（１）鑑定評価書の提出期限 令和7年7月10日

（２）鑑定評価書の提出部数   ２部（正１部、副１部）

（３）現地確認　　　　　　　　 現地確認が必要な場合には、請書の提出時に確認願います。

（４）提出先　　 〒３７１－８５０８

                    　　 群馬県前橋市岩神町４丁目１６番２５号

            　　        関東森林管理局　計画保全部　保全課　

                    担当：計画処分係　新井

５　添付書類

　位置図（2万５千分の１）、案内図（１万分の１）

仕様書

数量（㎡）

69,645

評価対象財産の所在地

福島県喜多方市塩川町常世
字新二本木113番外３筆

旧苗畑跡地、現在は原野となっている土地（地上立木は含まない）

売払い（一般競争入札）を実施するため

地　　目

原野　他

　当該地は、磐越西線「塩川駅」から東北東へ4.5kmの箇所にある、会津森林管理署で、
旧常世苗畑として管理していた場所で現在未利用となっている。



鑑定評価及び評価書作成に当たっての留意点

１ 　手法の適用について

(1)　一般的な事項

(2)　 取引事例比較法の適用について
①

②　地域要因の比較については、格差が判断できるような説明を記載すること。

(3)　収益還元法の適用について
 収益還元法の適用が可能な物件については、積極的に採用すること。

(4)　開発法の適用について
 開発法の適用が可能な物件については、積極的に採用すること。

２ 　地域分析、個別分析について
(1)　上・下水道については、接面道路の配管等、引込みの可否を記述すること。
　　また、接面道路の関係についても記述すること。

３ 街路条件
　接面道路について、建築基準法等の道路幅員について確認の上、記述すること。

４ 　地下埋設物等

(2)　土壌汚染、埋蔵文化財についても、詳細に記述すること。
５ 　鑑定評価書に記載する事項

不動産鑑定評価基準に従い、次の事項について記述すること。
(1) 対象不動産の表示
(2) 鑑定評価額(総額、単価)
(3) 価格時点
(4) 対象不動産の種別及び類型
(5) 価格の種類
(6) 依頼の目的
(7) 対象不動産の基本的事項のうち対象確定条件及び付加条件
(8) 依頼目的及び鑑定評価の条件と価格の種類との関連
(9) 鑑定評価を行った年月日
(10) 縁故又は特別の関係の有無
(11) 対象不動産の確認

① 物的確認
ア 対象不動産の実査日及び案内者
イ 物的確認に用いた資料
ウ 確認資料と現地の照合及びその結果
エ 評価上採用する数量

② 権利関係の態様
(12)  鑑定評価額決定の理由の要旨

① 価格形成要因の分析
ア 一般的要因の分析
イ 地域分析

(ｱ) 対象不動産が存する市町村等の状況
(ｲ) 同一需給圏の状況

　開発許可等公法上の許認可が必要な物件については、開発が可能と判断した公的
機関へのヒアリングの内容を詳細に記述すること。その他の法令等による公的機関
のヒアリング内容についても、同様に詳細に記述すること。

　対象地の個別格差については、具体的要因を記載し、その要因毎に格差率を表
示すること。

(2)　接面道路に上・下水道の配管等がない場合には、引き込みが可能な道路等を調
　査し、記述すること。

(1) 　地下埋設物について、実地調査、ヒアリング、公的資料等により、有無を
　　確認し、対象不動産の価格形成への影響を詳細に記述すること。



(ｳ) 隣地域の状況

ウ 個別分析
(ｱ) 対象不動産の状況

(ｲ) 同一需給圏における対象不動産の競争力の程度
(ｳ) 最有効使用の判定

②　評価
ア 鑑定評価方式の適用

(ｱ) 各手法の適用による試算価格
(ｲ) 公示(標準)価格を規準とした価格

イ 試算価格の調整及び鑑定評価額の決定
(ｱ) 試算価格の調整
(ｲ) 各試算価格の再吟味、整合性の検証
(ｩ) 各試算価格が有する説得力に係る判断

ウ 鑑定評価額
③　添付資料

手法適用に係る資料、位置図、公図、実測図、現況写真等
６ 　現地確認

　現地確認の日程等については、請書の提出時におこないます。

街路条件、画地条件、交通接近条件、環境条件、行政的条件、地盤・地
質、埋蔵文化財の有無・状況、土壌汚染の有無・状況、地下埋設物の有
無・状況

 同一需給圏の範囲、同一需給圏における市場参加者の属性と行動、同一
需給圏における市場の需給動向、対象不動産に係る市場の特性

 近隣地域の範囲、近隣地域の状況、公法上の規制、供給処理施設、危
険・嫌悪施設の有無、標準的画地、標準的使用



 別紙様式             　　　　　    

                                      

  　業務の名称　　

　

福島県喜多方市塩川町常世字新二本木113番外３筆

￥　　　　　　　　　　　円（税別）

　   令和　　年　　月　　日

      

    　支出負担行為担当官

 　     関東森林管理局長  松村　孝典 　殿

                                      

（事務所の所在地）

（業者名）

（代表者名）

                                       

     （参考）

 　　  本件に関する当社の連絡先

         担当者名等

見　積　書

記

　　　令和７年４月16日付けで掲載のあった件について,下記のとおり提出します。

国有財産鑑定評価業務(会津署：常世苗畑跡地)



                                          
                                          
                                          

令和  　年　　月  　日

支出負担行為担当官

　関東森林管理局長　松村　孝典　殿

住　　　所

社　　　名

代表者氏名 

１　作業名　　　 国有財産鑑定評価業務(会津署：常世苗畑跡地)

２　仕　様  　　  別紙仕様書のとおり

３　意見書の場所  　 福島県喜多方市塩川町常世字新二本木113番外３筆

４　契約金額　　 円也

　　　　　　　　　 （うち消費税及び地方消費税額　               円)

５　提出期限　　 令和7年7月10日

６　提出場所　　 関東森林管理局　保全課

７　検査場所　　 関東森林管理局

８　契約保証金　　 免　除

                                                

　上記事項をお請けすることについては、上記事項及び次の条項を承諾の上、誠実に履行いたします。

                                                

                                                

第１条   頭書の仕様に基づき提出期限内に提出します。

第２条

第３条

   ただし、遅延が天災その他やむを得ない理由による場合は、免除されるようお願いします。

第４条 　作業が完了したときは、その旨貴官に通知し、検査をお受けします。検査に要する経費は、当方で全て負担します。

第５条

第６条 　契約金額の支払いは､当方の適法な支払請求書を受理した日から３０日以内にお支払い下さい。

第７条

（１）　この契約に違反し、又は正当な理由が無く義務を履行しないと認められる場合

（２）　この契約の履行に当たり、当方又は当方の使用人等に不正の行為があった場合

（３）　破産の宣告を受けた場合又はその恐れがあると認められる場合

（４）　当方から契約の解除を申し出た場合

第８条

第９条 　この契約により、知り得た事項及び評価額については外部に公表等はいたしません。

第10条 　頭書の仕様に規定する国有財産に対する貴局以外からの評価依頼についてはこれを請けません。

第11条   この契約の履行について、作業の全部又は一部を第三者に委託はいたしません。

第12条

第13条 　この請書に定めのない事項については、必要に応じて貴官と協議します。

   ただし、天災その他やむを得ないと認められる理由により契約の解除を申し出た場合には、この契約の全部又は一部について
解除を承認願います。この場合には違約金を免除されるよう承認願います。

  この契約によって当方が納付する遅延金及び違約金等がある場合は、貴官の指示により当方が受領する金額と相殺し又は別
に徴収されても異存ありません。

請　　書　（案）

条　　件

　頭書の期限までに提出できない場合は、あらかじめ貴官に、遅延の理由及び納入見込み月日を明らかにした書面をもって延長
の承認をお受けします。

　頭書の期限までに提出できないときは、前条に定める承認にかかわらず遅延金として、納入期限の翌日から起算して提出の日
までの日数に対し、遅延した日数に応じ意見書報酬額に年3パーセントの率を乗じた額を貴官の請求により納付します。

　前条に定める検査の結果、仕様書に規定する条件に適合した意見評価でないとして再度意見書の確認を求められた場合、及
び意見価格額の額の決定理由の不備に補完もしくは採用した評価に関する資料、意見価格の手順等に関する事項の追加が求
められた場合にはこれに応じます。追加に要する経費は当方ですべて負担します。

#N/A

#N/A

　この契約において、次の各号の一つに該当する場合は、この契約の全部又は一部について解約されても不服は申しません。こ
の場合において、当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。

　前条各号に掲げる理由により、契約を解除された場合は、違約金として契約金額の１００分の１０に相当する額を貴官の請求に
より納付します。

#N/A



N

位置図
：鑑定評価箇所

縮尺:1/25,000※地理院タイル（国土地理院）を利用して作成
緯度:37度36分36.18秒
経度:139度56分2.86秒 0 500m 1000m






